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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第5期

当第3四半期連結
累計期間

第5期
当第3四半期連結
会計期間

第4期

会計期間
自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月 1日
至　平成20年12月31日

自　平成19年4月 1日
至　平成20年3月31日

売上高 （百万円） 216,850 72,410 303,727

経常利益 （百万円） 8,286 1,476 9,453

四半期（当期）純利益 （百万円） 2,679 165 1,459

純資産額 （百万円） － 71,207 78,119

総資産額 （百万円） － 234,199 260,392

1株当たり純資産額 （円） － 175.99 197.49

1株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 7.30 0.45 3.97

潜在株式調整後1株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） － 27.6 27.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 13,234 － 687

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,441 － △4,333

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △9,105 － 6,841

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） － 10,173 9,430

従業員数 （人） － 12,200 12,467

　（注）1．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

2．売上高には、消費税等は含まれておりません。

3．「潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。
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２【事業の内容】

当第3四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

 

 

 

３【関係会社の状況】

当第3四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

 

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 12,200[2,252]

　（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［　］内に当第3四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

(2）提出会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 232 [91]

　（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［　］内に当第3四半期会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。

なお、当社従業員は㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライからの出向者であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第3四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

電池及び電源     

国内（自動車電池） 16,790

国内（産業電池及び電源装置） 17,833

海外 20,356

小計 54,980

照明 431

その他 2,638

合計 58,050

　（注）1．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは、大型蓄電池並びに大型電源装置等の一部を除き、主として見込生産を行っておりますので、受注高

及び受注残高について特記すべき事項はありません。

(3）販売実績

　当第3四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

電池及び電源     

国内（自動車電池） 18,719

国内（産業電池及び電源装置） 15,233

海外 32,486

小計 66,439

照明 2,181

その他 3,789

合計 72,410

　（注）1．セグメント間の取引については相殺消去しております。

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当第3四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の概況

　当第3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融不安が世界的な金融危

機に発展し、実体経済に大きな影響を与え、さらに円高の進行も重なって企業の収益環境の急激な悪化をまねき、設備

投資の急減や雇用不安に伴う個人消費の急速な冷え込みが進みました。このような環境のもとではありますが、当社

グループは、通期の業績目標の達成を目指して前期に引続き諸施策への取り組みを推進しております。

　当第3四半期連結会計期間の売上高は、世界的不況が一段と深刻な状況となり、国内自動車電池及び海外を中心に急

激に需要が減退したことや販売価格が下落したことにより、724億10百万円となりました。利益面では、鉛価格相場が

下落したことや合理化、経費削減に努めた結果、営業利益は35億26百万円となりました。経常利益は円高による為替差

損の影響があり、14億76百万円となりました。なお、高槻事業所の跡地売却による売却益を特別利益に計上する一方、

固定資産除却損や高槻事業所跡地再開発関係費用などを特別損失に計上しました結果、当第3四半期純利益は1億65百

万円となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（電池及び電源）

　国内（自動車電池）においては、売上高は、新車用、補修用いずれも販売数量の減少で厳しい状況が続きました。自動

車関連機器も需要が落ち込みました。利益面では、合理化の推進や主要原材料である鉛の調達コストの下落等により、

利益を確保しました。

　国内（産業電池及び電源装置）においては、フォークリフト用電池は、新車用、補修用とも需要が大きく落ち込んだ

影響により厳しい状況が続きました。据置用電池、小型鉛電池及び電源装置では、若干需要減退の兆候が見られるもの

の、概ね堅調に推移しました。利益面では、原材料の価格低下や経費の削減等により利益を確保しました。

　海外においては、需要の減退や販売価格の低下の影響がありましたが、原材料の価格低下や経費の削減等により利益

を確保しました。

　　　これらの結果、売上高は666億63百万円、営業利益は42億20百万円となりました。

 

（照明）

　売上高は、紫外線応用装置分野において民間設備投資の急減による影響がありましたが、施設照明分野が堅調でし

た。利益面では、低採算物件増加の影響がありました。

　この結果、売上高は22億4百万円、営業損失は84百万円となりました。

（その他）

　主としてデジタルカメラ向け充電器の販売数量の減少や新規事業の立ち上げ費用の発生もあり、売上高は49億15百

万円、営業損失は1億46百万円となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（日本）

　自動車電池等鉛蓄電池、フォークリフト用電池及び仲介貿易について総需要が大きく落ち込んだことや原材料であ

る鉛価格の下落に伴う販売価格改定があったこと等により、売上高は456億49百万円となりました。

  利益面では、原材料の価格低下や合理化の推進に取り組んだことにより、営業利益は26億48百万円となりました。

（アジア）

　鉛価格下落に伴う販売価格改定や総需要の減少の影響がありましたが、原材料である鉛価格の低下や中国・台湾子

会社を中心とした合理化の推進により、利益を確保しました。その結果、売上高は216億75百万円、営業利益は6億34百

万円となりました。

（欧米）

　鉛価格下落に伴う販売価格改定や総需要の減少の影響がありましたが、原材料である鉛価格の低下や欧州子会社に

おける合理化努力による収益改善もあり、売上高は92億95百万円、営業利益は2億78百万円となりました。

（その他の地域）

　鉛価格下落に伴う販売価格改定や総需要の減少の影響がありましたが、原材料である鉛価格の低下や合理化の推進

により利益を確保しました。その結果、売上高は42億98百万円、営業利益は1億8百万円となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は101億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億42百万円の

増加（7.9％）となりました。当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と主たる要因は次のと

おりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権及び棚卸資産の減少により、120億99百万円のプラスとなりま

した。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却があり、10億52百万円のプラスとなりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローが大きくプラスになったことにより借入金の返済

が進み、151億25百万円のマイナスとなりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第3四半期連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　なお、第2四半期連結会計期間において、当社の連結子会社でありました株式会社 ジーエス・ユアサ ライティング

（現　株式会社 ジーエス・ユアサ パワーサプライ。以下、「GYL」といいます。）がいわゆる循環取引（以下、「本件

取引」といいます。）を行っていたことが判明したことに伴い、本件取引について今後の再発防止策を策定しており

ましたが、当第3四半期報告書提出日現在における対応状況は下記のとおりであります。  

 

1）コンプライアンス意識の改革

  当社グループの全社員を対象にしたコンプライアンス教育を階層別に順次実施しており、当連結会計年度中に一

巡させる予定であります。

　また、コンプライアンスマニュアルを読みやすく分かりやすい内容に改訂し、グループ全社員に配布するとともに、

説明会を順次実施しております。 

2）監視活動の強化

(a）当社による監視活動の強化

　当社グループ全体の内部統制システムの整備に取り組むとともに、GYLにおける内部統制上の重大な欠陥につい

ての改善活動を継続して実施しております。

　また、当社監査室監査の監査手法の改善と厳格化を実施するとともに、当社財務統括部業務指導グループによる

当社グループ内の取引実態の実在性調査を順次実施しております。

(b）GYL内部における監視活動の強化

　平成21年2月1日にGYLを株式会社 ジーエス・ユアサ パワーサプライ（以下、「GYP」といいます。）に吸収合併

し、GYPの経営管理の下に置きました。

　また、購入再販品の現物確認及び当社グループ各社の営業拠点の最小人員単位の見直しを実施しております。

　さらに、GYLの購入再販品のみの取引禁止のルール化及び与信管理マニュアルの見直しを実施し、運用を徹底して

おります。

(c）GYL業務分掌規則、GYL職務権限規則

　GYLの業務分掌規則及び職務権限規則を見直し、運用を厳格にしております。

3）従業員からの情報の伝達

　内部通報制度を利用しやすい制度に改正し、当社グループ全社員に周知しました。また、外部通報制度を新たに導入

しました。

4）人事制度の見直し

　GYLにおいて同一職務における長期在籍者の人事ローテーションを実施しました。
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（株式会社の支配に関する基本方針）

　当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行

規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容

　当社は、平成16年の日本電池株式会社と株式会社 ユアサ コーポレーションの経営統合による設立以来、企業再編

が進む世界の蓄電池業界の中にあって、「革新と成長」という企業理念を基軸に、国際競争力の強化、次世代技術の

開発及び経営革新と経営効率化を推進し、グローバル企業として企業価値の最大化を目指しております。

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループが保有する高い技術力とそれを支える優

秀な人材、その人材が能力を発揮することができる企業文化、最先端の製品、ブランド価値、お客様の当社に対する

信頼といった当社の企業価値の源泉を理解し、中長期的な観点に立ち、企業価値、株主共同の利益を最大化していく

ことを可能とする者である必要があると考えております。

　当社は、当社株式に対する大量買付等が行われた際に、これらが当社の企業価値、株主共同の利益に資するもので

あれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断

は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものであります。

　しかしながら、株式の大量買付等の中には、対象会社の企業価値、株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす

もの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行

為について検討し、代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社に買収者の提示した条

件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値、株主共同の利益

に資さないものも少なくありません。

　とりわけ、原材料価格の市況、金利上昇などの影響や、海外経済動向の影響が懸念され、引き続き不透明感の漂う状

況において、当社が今後も持続的に企業価値を確保、向上させていくためには、当社グループが保有する高い技術力

とそれを支える優秀な人材、その人材が能力を発揮することができる企業文化、最先端の製品、ブランド価値、お客

様の当社に対する信頼といった企業価値の源泉を活用し、中長期的な観点に立ち、企業価値、株主共同の利益を最大

化していくことが必要であります。当社の株式の大量買付等を行う者が、当社が培ってきた企業価値の源泉を理解

したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させることができないのであれば、上述の経営目標の達成が困難にな

るのはもちろんのこと、当社の企業価値、株主共同の利益は毀損されることになります。

　こうした事情に鑑み、当社は、このような買収に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講ずることにより、当社の企

業価値、株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

②具体的な取り組み

イ．会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み

　当社は、上記の「革新と成長」という企業理念を前提として、平成18年5月26日には「第一次中期経営計画」を

策定し、「『革新と成長』－ＧＳ ＹＵＡＳＡは、社員と企業の「革新と成長」を通じ、人と社会と地球環境に貢

献します。」という企業理念、「ＧＳ ＹＵＡＳＡは、電池で培った先進エネルギー技術で世界のお客様へ快適さ

と安心をお届けします。」という経営ビジョンに基づき、当社グループの新たな成長に取り組んでおります。

 

ロ．基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取り組み

　当社は、平成19年5月15日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

ることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下、「本プラン」といいます。）を、株主総会

において承認されることを条件に導入することを決議し、平成19年6月28日開催の定時株主総会において、本プラ

ンを導入することの承認を得ました。

　本プランは、当社株式に対する大量買付等が行われた際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、

あるいは株主の皆様がかかる大量買付等に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保するこ

と、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値、株主共同の利益を毀損する

大量買付等を抑止し、当社の企業価値、株主共同の利益を確保、向上させることを目的としております。

　本プランは、（イ）．当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付、ま

たは（ロ）．当社が発行者である株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者

の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付（以下、併せて「買付等」といいます。）を対象とします。

　当社は、買付等を行う者（以下、「買付者等」といいます。）に対し、買付等の内容の検討に必要な情報及び当該

買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。

　買付者等から提出された情報及び当社取締役会からの意見や根拠資料、当該買付等に対する代替案（もしあれ

ば）等は、経営陣から独立した者（現時点においては社外監査役1名及び社外有識者2名）から構成される企業価

値評価委員会に提供されます。企業価値評価委員会は、必要に応じて、外部専門家の助言を得た上、買付等の内容

の評価、検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株主に対する情報開示等を行います。

　企業価値評価委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、または買付者等の買付等の

内容の検討、買付者等との協議、交渉の結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白
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な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合等、本プランに定める要件のいずれかに該当し、新株予約権の

無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対し、新株予約権の無償割当てを

実施することを勧告します。

　当社取締役会は、企業価値評価委員会の勧告を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施に関する会社法

上の機関としての決議を行い、別途定める割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載ま

たは記録された当社以外の株主に対し、その保有する当社株式1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を

無償で割当てます。

　この新株予約権は、新株予約権者が行使価額（新株予約権1個当たり1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1

の金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める金額）に相当す

る金銭を払い込むことにより、当該新株予約権者に対し、1個の新株予約権につき、原則として当社株式1株が発行

される、というものですが、買付者等による権利行使が認められないという行使条件が付されております。また、

当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されて

おり、当社がかかる条項に基づく取得をする場合、新株予約権1個と引換えに、原則として当社株式1株が交付され

ます。

　当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断

する事項について、情報開示を行います。

　本プランの有効期間は、平成21年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まででありま

す。ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合、または当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行わ

れた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。

　本プランの導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的な影響

が生じることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が

新株予約権行使の手続を行わないとその保有する当社株式が希釈化される場合があります。（ただし、当社が当

社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じません。）

③具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　上記イ．に記載した基本方針の実現に資する特別な取り組みは、いずれも当社の企業価値、株主共同の利益の確

保、向上に資する具体的方策であり、まさに当社の基本方針に沿うとともに、当社の株主共同の利益に資するもので

あり、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　また、本プランは、上記ロ．に記載のとおり、当社の企業価値、株主共同の利益を確保、向上させる目的をもって導

入されたものであり、基本方針に沿うものであります。特に、本プランは、株主意思を重視するものであること、独立

性の高い社外者によって構成される企業価値評価委員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず企業価

値評価委員会の判断を経ることが必要とされていること、企業価値評価委員会は当社の費用で第三者専門家の助言

を得ることができるとされていること、有効期間が2年間と定められている上、株主総会または取締役会によりいつ

でも廃止できるとされていることなどにより、その公正性、客観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価

値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありませ

ん。 
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(4）研究開発活動

　当第3四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費は13億46百万円であります。

　また、当第3四半期連結会計期間における研究開発活動の状況の変更の内容は、次のとおりであります。

①電池及び電源

　航空宇宙用リチウムイオン電池の分野において、米国ボーイング社の次世代主力旅客機「787」用リチウムイオン

電池の開発を計画どおりに進めておりますが、ボーイング社の旅客機「787」の初フライトは、平成20年秋の予定か

ら平成21年4～6月期へ変更されたと発表されました。

　それ以外の分野では、当第3四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

②照明

　当第3四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

③その他

　当第3四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループを取り巻く経営環境は依然として厳しく、とりわけ各事業分野での激しい価格競争が続いております。

また、当社グループの主要製品である自動車用鉛蓄電池の販売数量は、季節の変化、特に（冷夏、暖冬など）気候の変

化による影響を大きく受けます。さらに、昨今の世界同時不況の影響により、今後大幅に総需要が減退し、販売数量が

大きく減少することが予想されます。一方、コストの面では、当社グループの主要製品である鉛蓄電池は、主要原材料

に鉛を使用しておりますので、この鉛価格の変動は製造コストに影響を与えます。特に近年は鉛価格の変動が激しく、

当社グループの経営成績に大きな影響を与える可能性があります。

　当社グループとしましては、これらの状況を踏まえて、総需要の減少や主要原材料である鉛の価格変動に対し、さら

なる合理化や経費削減に取り組み、利益の確保に努めてまいります。

　このような前提に基づきまして、平成20年度の連結業績の見通しは、通期では売上高3,000億円、営業利益130億円、経

常利益120億円と、第一次中期経営計画の最終目標利益の確保を目指し、当期純利益については40億円を目指します。

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの当第3四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況は、「(2）キャッシュ・フローの状況」に記

載しております。

(7）経営者の問題認識と今後の方針について

　当社は、第一次中期経営計画の前提として、企業理念と経営ビジョンを次のように定めました。

［企業理念］

　『革新と成長』－ＧＳ ＹＵＡＳＡは、社員と企業の「革新と成長」を通じ、人と社会と地球環境に貢献します。

［経営ビジョン］

　ＧＳ ＹＵＡＳＡは、電池で培った先進のエネルギー技術で世界のお客様へ快適さと安心をお届けします。

　この新しい企業理念と経営ビジョンのもと、財務体質の強化、人材育成、総合的な生産性向上を図り、強いグループ経

営を実現します。特に次の経営課題を重視し、グループ全体で取り組みます。

①ＣＳＲの推進とコンプライアンス体制の確立

②原価経費低減活動の継続

③ＥＲＰ導入拡大と新しい経営管理システムの構築

④環境に配慮した鉛リサイクルシステムの確立

⑤電気自動車及びハイブリッド用リチウムイオン電池事業の躍進 
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第３【設備の状況】

１ 主要な設備の状況

　当第3四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２ 設備の新設、除却等の計画

(1）前四半期連結会計期間末において実施中または計画中であった重要な設備の新設、拡充若しくは改修のうち、当第3

四半期連結会計期間に完成した主なものは、次のとおりであります。

会社名 所在地
事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容
金額

（百万円）
完成年月

㈱ジーエス・ユアサ

パワーサプライ
京都市南区

電池及び電源 自動車用鉛蓄電池等の製造設備 129平成20年12月

電池及び電源
電源装置・産業用鉛蓄電池等の製造

設備
228 同上

電池及び電源

照明

その他

関係会社賃貸設備等 187 同上

㈱リチウムエナジー

ジャパン 
京都市南区 その他 リチウムイオン電池の製造設備 1,666 同上

統一工業股?有限公司
台湾　台南縣永康

市
電池及び電源 鉛蓄電池の製造設備 111平成20年9月

広東湯浅蓄電池有限公司 中国　広東省 電池及び電源 鉛蓄電池の製造設備 104 同上

　（注）金額には消費税等は含まれておりません。

(2）当第3四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、当第3四半期連結会計期間において、新たに重要な設備の新設、除却等の計画が

確定したものはありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,400,000,000

計 1,400,000,000

②【発行済株式】

種類
第3四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年2月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 367,574,714 367,574,714

東京証券取引所

市場第一部

大阪証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

1,000株であります。

計 367,574,714 367,574,714 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3)【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

　平成20年12月31日 － 367,574 － 16,505 － 62,820

 

(5)【大株主の状況】

　当第3四半期会計期間において、大量保有報告書等の写しの送付等がなく、大株主の異動は把握しておりません。
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(6)【議決権の状況】

　当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できないことから、直前の基準日（平成20年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 平成20年9月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

－

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単元

株式数は1,000株であり

ます。

普通株式      473,000

（相互保有株式）

普通株式       89,000

完全議決権株式（その他）(注）1 普通株式  365,440,000 365,440 同上

単元未満株式（注）2 普通株式    1,572,714 － －

発行済株式総数 　       367,574,714 － －

総株主の議決権 － 365,440 －

　（注）1．「完全議決権株式（その他）」の株式数の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が74,000株含まれておりま

す。

また、議決権の数の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数74個が含まれております。

2．「単元未満株式」の株式数の欄には、当社保有の自己株式が775株含まれております。

②【自己株式等】

 平成20年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）                  

株式会社 ジーエス

・ユアサ コーポ

レーション

京都市南区吉祥院西ノ

庄猪之馬場町1
473,000 － 473,000 0.13

（相互保有株式）                  

青森ユアサ電池販売

株式会社

青森市大字石江字江渡

11－5
62,000 － 62,000 0.01

ジーエス・ユアサ取

引先持株会

京都市南区吉祥院西ノ

庄猪之馬場町1
26,000 － 26,000 0.01

富士電器株式会社
大阪府豊中市勝部1－8

－4
1,000 － 1,000 0.00

計 － 562,000 － 562,000 0.15

　（注）第3四半期会計期間末現在の自己保有株式は、513,000株になります。
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 （単位：円）

月別
平成20年
4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

最高 324 418 630 557 585 580 368 411 543

最低 281 309 406 430 459 348 182 269 295

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条第1項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。

２ 監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第3四半期連結会計期間（平成20年10月1日から平成20

年12月31日まで）及び当第3四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第3四半期連結会計期間末
平成20年12月31日

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
平成20年3月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,197 9,454

受取手形及び売掛金 55,142 66,956

商品及び製品 32,861 36,416

仕掛品 9,686 11,059

原材料及び貯蔵品 8,277 9,756

その他 14,271 14,805

貸倒引当金 △400 △399

流動資産合計 130,036 148,049

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 24,432 24,040

機械装置及び運搬具 21,419 22,692

土地 16,459 18,658

建設仮勘定 2,658 2,533

リース資産 46 －

その他 2,013 2,274

有形固定資産合計 ※1
 67,029

※1
 70,199

無形固定資産

のれん － 337

リース資産 20 －

その他 2,009 2,348

無形固定資産合計 2,030 2,686

投資その他の資産

投資有価証券 24,821 31,131

その他 10,889 8,905

貸倒引当金 △614 △598

投資その他の資産合計 35,097 39,438

固定資産合計 104,156 112,323

繰延資産 7 18

資産合計 234,199 260,392
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（単位：百万円）

当第3四半期連結会計期間末
平成20年12月31日

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
平成20年3月31日

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 24,606 34,554

短期借入金 59,573 70,382

コマーシャル・ペーパー 161 3,507

未払金 12,219 12,883

未払法人税等 2,685 1,435

その他 11,946 11,890

流動負債合計 111,192 134,653

固定負債

長期借入金 35,626 30,968

退職給付引当金 6,441 6,259

役員退職慰労引当金 434 389

リース債務 64 －

その他 9,232 10,001

固定負債合計 51,799 47,619

負債合計 162,992 182,273

純資産の部

株主資本

資本金 16,505 16,505

資本剰余金 38,344 38,339

利益剰余金 8,710 8,395

自己株式 △163 △99

株主資本合計 63,397 63,140

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,561 7,291

繰延ヘッジ損益 △514 △140

土地再評価差額金 1,621 1,621

為替換算調整勘定 △3,466 604

評価・換算差額等合計 1,201 9,377

少数株主持分 6,609 5,601

純資産合計 71,207 78,119

負債純資産合計 234,199 260,392
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第3四半期連結累計期間
自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

売上高 216,850

売上原価 169,456

売上総利益 47,393

販売費及び一般管理費 ※
 37,336

営業利益 10,057

営業外収益

受取利息 111

受取配当金 346

持分法による投資利益 1,525

不要原材料処分利益 267

その他 854

営業外収益合計 3,105

営業外費用

支払利息 2,387

為替差損 1,537

その他 951

営業外費用合計 4,876

経常利益 8,286

特別利益

固定資産売却益 1,682

投資有価証券売却益 18

預託金戻入益 40

その他 52

特別利益合計 1,793

特別損失

固定資産除却損 325

固定資産売却損 10

投資有価証券評価損 191

たな卸資産評価損 711

高槻事業所跡地再開発関係費用 1,180

循環取引損失 1,429

その他 808

特別損失合計 4,657

税金等調整前四半期純利益 5,422

法人税等 3,007

少数株主損失（△） △264

四半期純利益 2,679
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【第3四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第3四半期連結会計期間
自　平成20年10月 1日
至　平成20年12月31日

売上高 72,410

売上原価 56,339

売上総利益 16,071

販売費及び一般管理費 ※
 12,544

営業利益 3,526

営業外収益

受取利息 25

受取配当金 107

持分法による投資利益 333

不要原材料処分利益 43

その他 343

営業外収益合計 853

営業外費用

支払利息 769

為替差損 1,816

その他 317

営業外費用合計 2,903

経常利益 1,476

特別利益

固定資産売却益 1,639

その他 44

特別利益合計 1,684

特別損失

固定資産除却損 147

固定資産売却損 6

投資有価証券評価損 51

高槻事業所跡地再開発関係費用 1,180

その他 731

特別損失合計 2,118

税金等調整前四半期純利益 1,042

法人税等 1,101

少数株主損失（△） △224

四半期純利益 165
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第3四半期連結累計期間
自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 5,422

減価償却費 6,733

投資有価証券評価損益（△は益） 191

投資有価証券売却損益（△は益） △17

貸倒引当金の増減額（△は減少） 54

退職給付引当金の増減額（△は減少） 218

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 45

受取利息及び受取配当金 △457

支払利息 2,387

為替差損益（△は益） 617

有形固定資産売却損益（△は益） △1,671

有形固定資産除却損 325

持分法による投資損益（△は益） △1,525

売上債権の増減額（△は増加） 11,279

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,764

仕入債務の増減額（△は減少） △10,601

その他 1,714

小計 17,480

利息及び配当金の受取額 821

利息の支払額 △2,417

法人税等の支払額 △2,650

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,074

有形固定資産の売却による収入 3,052

投資有価証券の取得による支出 △11

投資有価証券の売却による収入 32

貸付けによる支出 △1

貸付金の回収による収入 306

その他 △744

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,441
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（単位：百万円）

当第3四半期連結累計期間
自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減
額（△は減少）

△6,435

長期借入れによる収入 12,000

長期借入金の返済による支出 △14,434

自己株式の取得による支出 △54

配当金の支払額 △1,836

少数株主への配当金の支払額 △31

連結子会社設立に伴う少数株主からの払込によ
る収入

195

連結子会社増資に伴う少数株主からの払込によ
る収入

1,715

その他 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,105

現金及び現金同等物に係る換算差額 △944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 742

現金及び現金同等物の期首残高 9,430

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 10,173
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第3四半期連結累計期間
自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

1.連結の範囲に関する事項の

変更

（1）連結の範囲の変更

　　第2四半期連結会計期間より、GS Yuasa Siam Industry Ltd.を新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております。

　　また、㈱ユアサパーソネルは第2四半期連結会計期間において清算したため、連結の

範囲から除外しております。

（2）変更後の連結子会社の数　71社

2.持分法の適用に関する事項

の変更

（1）持分法適用の非連結子会社及び関連会社の変更

　　当第3四半期連結会計期間より、

　GS Yuasa Siam Sales Ltd.を新たに設立したため、持分法適用の範囲に含めており

ます。 

（2）変更後の持分法適用の非連結子会社及び関連会社の数　25社

3.会計処理基準に関する事項

の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による

原価法によっておりましたが、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定しております。

　　これにより、当第3四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が76百万円減少し、

税金等調整前四半期純利益が788百万円減少しております。

　　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

 （2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適

用

　　第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年5月17日）を適用し、連結

決算上必要な修正を行っております。

　　なお、この変更による影響は軽微であります。
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当第3四半期連結累計期間
自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

 （3）リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年3月30日

改正））が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表か

ら適用することができることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理を適用しております。

　この変更による影響は軽微であります。

 

 （4）「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」の適用

　　「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」（会計制度委員会報告第3

号　平成20年3月25日）の改正に伴い、第1四半期連結会計期間から従来参加者へ売却

したものとして会計処理していた貸出債権は、原債権者である当社グループの資産

として会計処理しております。

　なお、この変更による影響は軽微であります。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第3四半期連結累計期間
自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

税金費用の計算 　税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該

見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 

 

【追加情報】

当第3四半期連結累計期間
  自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社の主要な機械装置については、従来、耐用年数を主として12年としておりましたが、平成20年

度の法人税法の改正による法定耐用年数の短縮を契機として資産の利用状況等を見直した結果、第1四半期連結会計期

間より主として7年に変更しました。

これにより、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ908百万円減

少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第3四半期連結会計期間末
平成20年12月31日

前連結会計年度末
平成20年3月31日

※1　有形固定資産の減価償却累計額は113,035百万円であ

ります。

※1　有形固定資産の減価償却累計額は118,328百万円であ

ります。

　2　偶発債務

保証債務及び保証予約

 下記の6社の銀行等の借入金に対し債務保証を行っ　

　ております。

　2　偶発債務

保証債務及び保証予約

 下記の5社の銀行等の借入金に対し債務保証を行っ　

　ております。

PT. GS Battery 391百万円

上海杰士鼎虎動力有限公司 33〃

天津東邦鉛資源再生有限公司 119〃

連雲港倚天科技有限公司 138〃

北京日佳電源有限公司 12〃

Yuasa Battery（Malaysia）Sdn.Bhd.10〃

合計  705〃

PT. GS Battery 809百万円

上海杰士鼎虎動力有限公司 35〃

天津東邦鉛資源再生有限公司 128〃

連雲港倚天科技有限公司 151〃

北京日佳電源有限公司 14〃

合計 1,139〃

　この他に、下記の会社の銀行等の借入金に対し保証

予約を行っております。

　この他に、下記の会社の銀行等の借入金に対し保証

予約を行っております。

山東華日電池有限公司 385百万円 山東華日電池有限公司 416百万円
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当第3四半期連結会計期間末
平成20年12月31日

前連結会計年度末
平成20年3月31日

　3　財務制限条項

　借入金のうち、シンジケートローン契約（残高合計

27,000百万円）には、財務制限条項が付されており、

下記のいずれかの条項に抵触した場合、多数貸付人の

請求に基づくエージェントの借入人に対する通知に

より、契約上の全ての債務について期限の利益を失

い、借入金元本及び利息を支払うことになっておりま

す。

　3　財務制限条項

　同左

（条項）

(1）①シンジケートローン契約による借入の内、

27,000百万円

　各年度の決算期の末日（中間決算を除く）にお

ける連結貸借対照表に記載される純資産の部の

合計額を(ⅰ)644億円（ただし、シンジケート

ローン契約のうち、12,000百万円については、626

億円）または(ⅱ)直近年度の決算期の末日にお

ける連結貸借対照表に記載される純資産の部の

合計金額の75％のいずれか高い方の金額以上に

維持すること。

（条項）

(1）①シンジケートローン契約による借入の内、

12,000百万円

　平成17年3月期における連結貸借対照表に記載

される従来の資本の部の合計金額を512億円以上

に、平成18年3月期以降については、（ⅰ）512億

円または（ⅱ）直前の営業年度末の連結貸借対

照表における従来の資本の部の合計金額の75％

のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

(2）各年度の決算期の末日（中間決算を除く）にお

ける損益計算書及び連結損益計算書に記載され

る経常損益をいずれも2期連続で損失としないこ

と。

　

　

(1）②シンジケートローン契約による借入の内、

15,000百万円

　各年度の決算期の末日（中間決算を除く）にお

ける連結貸借対照表に記載される純資産の部の

合計額を(ⅰ)644億円または(ⅱ)直近年度の決算

期の末日における連結貸借対照表に記載される

純資産の部の合計金額の75％のいずれか高い方

の金額以上に維持すること。

　 (2）各年度の決算期の末日（中間決算を除く）にお

ける損益計算書に記載される経常損益を2期連続

で損失としないこと。

 (3）平成17年3月期以降の各営業年度末の報告書等に

記載される連結貸借対照表における有利子負債

（短期借入金、1年以内返済予定長期借入金、長期

借入金、社債等）の合計を、従来の資本の部の合

計の2倍以下に維持すること。((1)②を除く)

 (4）各年度の決算期の末日（中間決算を除く）にお

ける連結損益計算書に記載される経常損益を2期

連続で損失としないこと。
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（四半期連結損益計算書関係）

当第3四半期連結累計期間
  自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

※　 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は下記のとおりであります。

荷造運送費 5,841百万円

従業員給与及び賞与 10,570〃

福利厚生費 1,797〃

退職給付費用 1,493〃

不動産賃借料 838〃

減価償却費 906〃

研究開発費 2,124〃

当第3四半期連結会計期間
  自　平成20年10月 1日
至　平成20年12月31日

※　 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は下記のとおりであります。

荷造運送費 2,122百万円

従業員給与及び賞与 3,455〃

福利厚生費 592〃

退職給付費用 500〃

不動産賃借料 263〃

減価償却費 305〃

研究開発費 697〃

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第3四半期連結累計期間
自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

※ 　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定 10,197百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △24〃

現金及び現金同等物 10,173〃
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（株主資本等関係）

当第3四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第3四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　

至　平成20年12月31日）

1．発行済株式の種類及び総数

　普通株式   　　367,574千株

 

2．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　513千株

 

3．配当に関する事項

　 配当金支払額

 
（決議）

株式の種類 配当の総額 配当の原資
1株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年6月27日

定時株主総会
普通株式 1,836百万円利益剰余金 5円 平成20年3月31日平成20年6月30日
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第3四半期連結会計期間（自　平成20年10月1日　至　平成20年12月31日）

 

電池及び電源

照明
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又
は全社
(百万円)

連結
(百万円)

国内

海外
(百万円)

小計
(百万円)

自動車
電池

(百万円)

産業電池
及び
電源装置
(百万円)

売上高                                     

(1）外部顧客に対する売上高 18,71915,23332,48666,4392,1813,78972,410 － 72,410
(2）セグメント間の内部売上

    高又は振替高
213 6 3 223 23 1,1251,372(1,372)－

計 18,93315,24032,49066,6632,2044,91573,783(1,372)72,410

営業利益又は営業損失（△） 1,2051,9891,0254,220△84 △146 3,989(462)3,526

当第3四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年12月31日）

 

電池及び電源

照明
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又
は全社
(百万円)

連結
(百万円)

国内

海外
(百万円)

小計
(百万円)

自動車
電池

(百万円)

産業電池
及び
電源装置
(百万円)

売上高                                     

(1）外部顧客に対する売上高 52,53344,976100,342197,8526,69712,301216,850－ 216,850
(2）セグメント間の内部売上

    高又は振替高
629 65 14 710 57 3,3054,072(4,072)－

計 53,16345,041100,357198,5626,75415,606220,923(4,072)216,850

営業利益 1,9424,9874,30011,230 16 18511,432(1,374)10,057

　（注）1．事業区分は、当社グループの各社別を基礎として、現に会社が採用する売上集計区分によっております。

2．各事業の主な製品

(1）電池及び電源：鉛蓄電池、電源装置及び自動車関連機器等

(2）照明：施設照明及び紫外線照射装置

(3）その他：その他電池、「電池及び電源」を除く電気機器、環境関連機器及び電池製造設備等

3．会計方針の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」3.会計処理基準に関する事項の変

更（1）に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第9号　平成18年7月5日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第

3四半期連結累計期間の営業利益が、「電池及び電源」事業で42百万円、「照明」事業で10百万円、「その

他」事業で23百万円それぞれ減少しております。

4．追加情報

　「追加情報」に記載のとおり、平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の短縮を契機として資産

の利用状況等を見直した結果、第1四半期連結会計期間より、主要な機械装置について耐用年数を主として7

年に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営

業利益が「電池及び電源」事業で736百万円、「照明」事業で8百万円、「その他」事業で164百万円それぞれ

減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第3四半期連結会計期間（自　平成20年10月1日　至　平成20年12月31日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

欧米
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                             
(1）外部顧客に対する売上高 41,35417,4639,295 4,29872,410 － 72,410
(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
4,295 4,212 0 － 8,508(8,508) －

計 45,64921,6759,295 4,29880,919(8,508)72,410

営業利益 2,648 634 278 108 3,670 (143)3,526

当第3四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年12月31日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

欧米
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                             
(1）外部顧客に対する売上高 126,89846,81129,72613,414216,850 － 216,850
(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
14,07614,743 52 － 28,872(28,872)－

計 140,97461,55429,77913,414245,723(28,872)216,850

営業利益 7,622 1,712 1,516 52 10,903 (845)10,057

　（注）1．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）アジア　　　　---------------　中国、台湾、インドネシア、ベトナム　他

(2）欧米　　　　　---------------　米国、イギリス、ドイツ　他

(3）その他の地域　---------------　オーストラリア、ニュージーランド

3．会計方針の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」3.会計処理基準に関する事項の変

更（1）に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第9号　平成18年7月5日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第

3四半期連結累計期間の営業利益が、日本で76百万円減少しております。

4．追加情報

　「追加情報」に記載のとおり、平成20年度の法人税法の改正による法定耐用年数の短縮を契機として資産

の利用状況等を見直した結果、第1四半期連結会計期間より、主要な機械装置について耐用年数を主として7

年に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営

業利益が、日本で908百万円減少しております。
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【海外売上高】

当第3四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア 欧米 その他の地域 計

海外売上高（百万円） 16,106 10,798 6,198 33,103

連結売上高（百万円）             72,410

連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 22.2% 14.9% 8.6% 45.7%

当第3四半期連結累計期間（自　平成20年4月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア 欧米 その他の地域 計

海外売上高（百万円） 45,534 38,213 18,970 102,717

連結売上高（百万円）             216,850

連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 21.0% 17.6% 8.8% 47.4%

　（注）1．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2．各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア　　　　----------------　中国、台湾、インドネシア、ベトナム　他

(2）欧米　　　　　----------------　米国、イギリス、ドイツ　他

(3）その他の地域　----------------　オーストラリア、ニュージーランド　他

3．海外売上高は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（1株当たり情報）

1．1株当たり純資産額

当第3四半期連結会計期間末
平成20年12月31日

前連結会計年度末
平成20年3月31日

1株当たり純資産額 175円99銭1株当たり純資産額 197円49銭

2．1株当たり四半期純利益金額等

当第3四半期連結累計期間
  自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

当第3四半期連結会計期間
  自　平成20年10月 1日
至　平成20年12月31日

1株当たり四半期純利益金額 7円30　銭

なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

1株当たり四半期純利益金額  0円45　銭

なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第3四半期連結累計期間
　自　平成20年 4月 1日
至　平成20年12月31日

当第3四半期連結会計期間
　自　平成20年10月 1日
至　平成20年12月31日

1株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 2,679 165

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 2,679 165

期中平均株式数（千株） 367,138 367,091

 

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

 

 

 

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社　ジーエス・ユアサ　コーポレーション(E02089)

四半期報告書

32/33



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

  平成21年2月9日

株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション  

取締役会　御中   

 監査法人 トーマツ  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 大西　寛文　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 三浦　宏和　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジーエス・ユ

アサ コーポレーションの平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成20年

10月1日から平成20年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション及び連結子会社の平成20年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績並びに第3

四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）　1．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半　　　　　

　　　　　　　　　　期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　　2．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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